
様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 東日本大震災に係る国家公務員宿舎の入居者ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

防災・危機管理部防災・危機管理課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

入退去者の情報管理 

記録項目 
１氏名、２住所、３世帯員氏名、４生年月日、５性別、６電

話番号、７被災時の住所 

記録範囲 入居時に本人から申請があった情報（平成23年度以降） 

記録情報の収集方法 本人の申請 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県防災・危機管理部防災・危機管理課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 災害援護資金貸付金の申請者ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

防災・危機管理部防災・危機管理課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県から市町村への災害援護資金貸付に必要な書類 

記録項目 １氏名、２被災災害名、３住居の被災状況、４貸付限度額 

記録範囲 
市町村へ災害援護資金貸付申請を行った者 

（平成23年度以降） 

記録情報の収集方法 本人からの申請を市町村から提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県防災・危機管理部防災・危機管理課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 災害弔慰金・災害障害見舞金の申請者ファイル 

行政機関等の名称 茨城県知事 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

防災・危機管理部防災・危機管理課 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

茨城県から市町村へ災害弔慰金・災害障害見舞金の支給に

必要な書類 

記録項目 
１氏名、２被災災害名、３死亡・行方不明の別、４住所、５

年齢、６性別、７遺族の続柄、８遺族の氏名、９支給額 

記録範囲 
市町村へ災害弔慰金・災害障害見舞金申請を行った者 

（平成23年度以降） 

記録情報の収集方法 市町村から提供 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県防災・危機管理部防災・危機管理課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 








